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議員定数を減少する条例の

包霊童盟-一部改正は継続審査ヘ

九
月
定
例
会
は
、
九
月
十
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
を

二
十
二
日
ま
で
の
十
三
日
間
と
定
め
、
市
長
か
ら
提
出

さ
れ
た
補
正
予
算
、
条
例
の
一
部
改
正
、
市
道
路
線
の

変
更
認
定
、
人
事
案
件
な
ど
十
八
案
件
に
つ
い
て
審
議

v
レ
土
品
'
レ
れ
~
。

十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
三
日
間
は
、

議
案
に
対

す
る
質
疑
及
び
市
政

一
般
に
対
す
る
質
問
を
各
会
派
よ

り
八
名
の
議
員
が
代
表
質
問

・
一
般
質
問
に
分
か
れ
て

行
い
、
市
長
等
に
答
弁
を
求
め
ま
し
た
。

二
十

一
日
の
各
常
任
委
員
会
で
は
、
本
会
議
で
付
託

さ
れ
た
所
管
の
案
件
に
つ
い
て
慎
重
か
つ
十
分
に
審
査

し
ま
し
た
。

そ
し
て
、

二
十
二
日
最
終
日
の
本
会
議
で
は
、
各
常

任
委
員
長
よ
り
付
託
案
件
の
審
査
結
果
が
報
告
さ
れ
、

採
決
の
結
果
い
ず
れ
も
当
局
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
と

と
も
に
、
国
へ
の
意
見
書

一
件
に
つ
い
て
も
可
決
し
ま

し
た
。

ま
た
、
平
成
九
年
度
甲
府
市
各
会
計
別
決
算
並
び
に

各
企
業
会
計
別
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
「
決
算
審

査
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、
閉
会
中
継
続
審
査
を
決

め
る
と
と
も
に
、
「
甲
府
市
議
会
議
員
の
定
数
を
減
少

す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
」

が
議
員
提
案
さ
れ
、
総
務
委
員
会
へ

付
託
の
う
え
継
続

審
査
と
す
る
こ
と
を
決
め
、
閉
会
し
ま
し
た
。
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市
政
全
般
に
対
す
る
代
表
質
問
・
一
般
質
問
は
、
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま

で
の
三
日
間
行
わ
れ
、
各
会
派
よ
り
八
名
の
議
員
が
、
市
長
の
政
治
姿
勢
、

行
財
政
改
革
、
合
併
・
中
核
市
構
想
、
景
気
対
策
、
福
祉
対
策
、
環
境
問
題
、

教
育
問
題
、
防
災
対
策
等
に
つ
い
て
市
の
考
え
方
を
た
だ
し
ま
し
た
。

主
な
質
問
と
答
弁
の
一
部
に
つ
い
て
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

甲府市議会だより平成10年11月1日

暴
走
族
追
放
の
市
民
運
動
を

(
民
主
ク
ラ
ブ
)

{
間
}
最
近
、
週
末
に
な
る
と
市
中
心

部
や
幹
線
道
路
へ
暴
走
族
が
出
没
し
、

他
の

一
般
車
両
へ
危
険
を
及
ぼ
し
、
ま

た
そ
の
騒
音
で
地
域
住
民
は
夜
も
眠
れ

な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

当
然
、
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
警

察
へ
強
く
要
望
し
て
い
く
訳
で
あ
り
ま

す
が
、
本
市
は

「交
通
安
全
宣
言
都
市
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
暴
走
行
為
、

暴
走
族
追
放
を
市
民
運
動
と
し
て
取
り

組
む
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
当
局
の
見

解
立
。

宝
こ

幹
線
道
路
を
中
心
に
、
交
通
ル

ー
ル
を
無
視
し
た
集
団
走
行
の
騒
音
等

に
よ
り
、
平
穏
な
市
民
生
活
に
影
響
が

出
て
お
り
ま
す
こ
と
に
は
憂
慮
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

警
察
に
お
き
ま
し
で
も
、
グ
ル
ー
プ

の
摘
発

・
強
制
捜
査
な
ど
強
力
に
そ
の

取
り
締
ま
り
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、

な
か
な
か
根
絶
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な

い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

引
き
続
き
、
取
り
締
ま
り
の
強
化
を

要
請
し
て
参
り
ま
す
が
、
大
切
な
の
は

暴
走
族
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
な
社
会
気

運
ぃ
つ
く
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

警
察
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関

・
団

体
を
網
羅
し
た
甲
府
市
交
通
安
全
対
策

会
議
を
通
じ
て
、
暴
走
行
為
の
悪
質
性
、

危
険
性
に
つ
い
て
の
認
識
の
も
と
に
全

市
民
的
な
広
が
り
を
持
っ
た
気
運
の
醸

成
に
努
め
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

水
道
料
金
な
ど
公
共
料
金
の

引
き
下
げ
を
(
日
本
共
産
党
)

{
問
}
市
当
局
は
こ
れ
ま
で
県
の
指
導

の
も
と
、

三
年
に

一
度
公
共
料
金
の
見

直
し
を
定
期
的
に
行
っ
て
き
た
が
、
こ

れ
に
は
何
の
根
拠
も
な
く
、
平
成
四
年

十
二
月
の
改
定
以
降
現
在
ま
で
の
六
年

間
は
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
等
に
よ
り
水

道
料
金
等
公
共
料
金
は
据
え
置
か
れ
て

い
ま
す
。

経
済
企
画
庁
長
官
も
先
の
会
見
で
、

こ
の
三
一
年
間
日
本
の
物
価
は
下
落
傾
向

に
あ
り
、
据
え
置
き
は
実
質
値
上
げ
で

あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
長
は
来
年
度
以
降
の
公

共
料
金
の
据
え
置
き
と
い
う
こ
れ
ま
で

の
考
え
方
存
二

歩
進
め
て
、
水
道
料
金

な
ど
市
の
公
共
料
金
の
引
き
下
げ
と
い

う
方
向
に
踏
み
出
し
、
市
民
生
活
を
守

る
べ
き
と
考
え
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

{
答
}
水
道
料
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、

受
益
者
負
担
の
原
則
と
独
立
採
算
性
の

原
則
に
基
づ
い
て
算
定
し
て
お
り
、
現

行
の
水
道
料
金
は
平
成
五
年
度
か
ら
七

年
度
ま
で
の
三
年
間
の
算
定
期
間
で
平

均
八

・
八
%
の
改
定
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。以

来
、

今
日
ま
で
経
営
の
合
理
化
、

建
設
改
良
事
業
の
効
率
的
な
投
資
、
企

業
債
の
発
行
の
抑
制
な
ど
経
費
の
節
減

に
努
め
た
結
果
、
現
状
で
は
財
政
的
に

は
安
定
し
て
参
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
水
道
事
業
施
設
は
巨
額
の

投
資
を
必
要
と
す
る
施
設
型
事
業
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
施
設
の
適
切
な
更
新

を
図
り
、
常
に
お
い
し
く
て
安
全
な
水

を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
、
職
員
が

一
丸
と
な
っ
て
努
め
る
と
と
も
に
、
市

民
の
負
担
を
極
力
抑
制
す
る
た
め
、
よ

り

一
層
の
合
理
化
・
効
率
化
に
努
め
、

現
行
料
金
を
で
き
る
か
ぎ
り
先
送
り
を

し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

1t 
H 

審12
採|討

匝↓

議
案
調
査
の
た
め
休

ム一品

日
日

ω
休
会
(
敬
老
の
日
)

日
日
附

】
本
会
議
、
質
疑
及
び

白
日
附

』
市
政

一
般
質
問

日
日
幽

本
会
議
、
質
疑
及
び

市
政

一
般
質
問
、
各

常
任
委
員
会
付
託

9
月
日
日
附

日
日
幽

14 13 12 
日日日
(月)(日)仕)

、--休
ど》、
:z:; 

川
口
町

}
休
会

幻
日
開

辺
白
川W

開
会
、
提
案
理
由
の

説
明

議
案
調
査
の
た
め
休

ふ
云各

常
任
委
員
会

本
会
議
、
各
常
任
委

員
長
報
告
、
閉
会



平成10年11月1日

{問】

厚
生
省
は
こ
の
五
月
に
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
削
除
対
策
の
一
環
と
し
て
、
家

庭
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
小
型
焼
却
炉

に
つ
い
て
も
規
制
す
る
方
針
を
決
め
、

本
年
度
そ
の
実
態
調
査
を
進
め
て
お
り

ま
す
。

本
市
に
お
い
て
も
、
家
庭
用
焼
却
炉

は
ご
み
減
量
に
つ
な
が
る
と
の
期
待
か

ら
購
入
の
際
に
助
成
を
し
て
き
た
経
過

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
煙
や
焼
却
灰

に
有
害
な
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
含
ま
れ

る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
助
成

を
打
ち
切
り
、
使
用
自
粛
に
方
向
転
換

を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
不
用
と
な
っ
た
焼
却
炉
の
処
分

に
つ
い
て
は
、
市
が
助
成
し
て
き
た
こ

小
型
焼
却
炉
の
無
料
回
収
は

(
公
明
)
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と
を
考
え
る
と
行
政
責
任
と
し
て
、
回

収
希
望
の
あ
る
家
庭
の
焼
却
炉
は
無
料

で
回
収
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い

ま
す
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。

{
答
}

一
般
家
庭
の
簡
易
焼
却
器
の
助

成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
三
年
よ
り

実
施
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
近
年
に
お

け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
の

一
環
と
し

て
、
昨
年
の
九
月
に
廃
止
を
い
た
し
ま

?
レ
七
九
。

現
在
、
家
庭
で
不
用
と
な
っ
た
簡
易

焼
却
器
に
つ
き
ま
し
て
は
、
有
価
物
や

資
源
物
の
回
収
日
に
集
積
所
に
出
し
て

い
た
だ
く
か
、
希
望
に
よ
り
連
絡
を
い

た
だ
け
れ
ば
無
料
で
回
収
し
て
お
り
ま

す
。中

心
市
街
地
活
性
化
法
の
基

本
方
針
は
(
新
政
ク
ラ
ブ
)

{
問
】
こ

の
度
中
心
市
街
地
活
性
化
法

が
成
立
し
た
が
、
本
市
に
お
い
て
も
中

心
市
街
地
の
地
盤
沈
下
に
歯
止
め
を
か

け
る
た
め
、
県

・
市
・
商
工
会
議
所

・

議
会

・
商
庖
経
営
者
ほ
か
関
係
団
体
等

が
そ
れ
ぞ
れ
に
中
心
市
街
地
の
活
性
化

に
向
け
、
積
極
的
に
活
動
を
展
開
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
の
中
心
市
街
地
活
性

化
法
の
基
本
方
針
の
内
容
は
。
ま
た
、

庁
内
に
お
け
る
「
ま
ち
愉
つ
く
り
委
員
会
」

の
最
終
報
告
の
時
期
と
今
後
の
進
め

方
、
さ
ら
に
は
庁
内
体
制
に
つ
い
て
も

お
示
し
願
い
た
い
。

{
答
}
中
心
市
街
地
活
性
化
法
の
基
本

@ 
/ 

/ どこ こ /

ー/'  

e かすがもーヲる
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方
針
の
中
で
は
、
市
街
地
整
備
及
び
商

業
活
動
の

一
体
的
推
進
の
意
義
、
位
置
、

区
域
、
対
象
と
な
る
事
業
や
国
等
の
支

援
策
な
ど
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
の
基
本
方
針
を
基
に
本
市
に

お
き
ま
し
て
は
、
当
該
中
心
市
街
地
に

お
け
る
ま
ち

u

つ
く
り
の
目
標、

将
来
像
、

ま
ち
帆
つ
く
り
の
戦
略
等
ま
ち

w

つ
く
り
に

関
連
す
る
団
体
等
や
市
民
の
声
を
反
映

さ
せ
な
が
ら
、
基
本
計
画
の
策
定
を
行

っ
て
参
り
ま
す
。

な
お
、
職
員
か
ら
広
く
募
集
し
、
自

由
な
発
想
の
も
と
、
将
来
の
ま
ち

n

つ
く

り
の
具
体
的
な
方
策
を
調
査
研
究
す
る

た
め
設
置
さ
れ
ま
し
た
「
ま
ち
凶
つ
く
り

委
員
会
」
も
最
終
報
告
に
向
け
、
本
年

十
月
末
を
目
途
に
鋭
意
作
成
を
行

っ
て

お
り
ま
す
。
今
後
は
、

中
心
市
街
地
活

性
化
の
基
本
計
画
の
中
に
ア
イ
デ
ア
を

反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
新
総
合
計
画
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{
問
】
昭
和
六
十
三
年
か
ら
実
施
し
て

い
る
「
さ
わ
や
か
行
政
サ
ー
ビ
ス
運
動
」

に
つ
い
て
、
市
長
は
ど
の
よ
う
に
評
価

し
、
ど
の
よ
う
に
改
善
を
進
め
て
こ
ら

れ
た
の
か
。
ま
た
、
窓
口
業
務
に
つ
い

て
も
、
休
日
に
証
明
等
だ
け
で
な
く
各

種
行
政
相
談
コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
開
設
す

れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
市
長
の
ご
所
見

を
お
伺
い
し
ま
す
。

【
答
}
「
さ
わ
や
か
行
政
サ
ー
ビ
ス
運

動
」
は
、
行
政
改
革
の

一
環
と
し
て
取

第119号

と
の
整
合
性
を
図
る
中
で
、
具
体
的
取

り
組
み
を
検
討
し
て
参
り
ま
す
。
組
織

に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
業
の
規
模
や
進

捗
に
応
じ
、
併
せ
て
検
討
し
て
参
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

「
さ
わ
や
か
行
政
サ
ー
ビ
ス
」

の
推
進
を
(
新
政
ク
ラ
ブ
)

甲府市議会だより平成10年11月1日

り
組
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
内
容
は
、
丁
寧
な
対
応
、
便
利
さ

の
向
上
、
迅
速
な
処
理
、
な
ど
の
観
点

で
行
政
の
総
点
検
と
改
善
を
推
進
し
て

い
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
市
に
と
っ

て
も
市
民
の
立
場
に
立
っ
た
、
親
切
で

真
心
の
こ
も
っ
た
市
政
推
進
の
た
め
に

大
切
な
取
り
組
み
と
認
識
し
て
お
り
、

職
員
研
修
や
実
務
体
験
研
修
の
充
実
、

申
請
手
続
き
の
簡
素
化
と
し
て
各
種
申

請
書
の
押
印
を
減
ら
す
取
り
組
み
、
禁

煙
タ
イ
ム
の
設
定
や
喫
煙
コ

ー
ナ
ー
へ

の
空
気
清
浄
器
の
設
置
な
ど
に
取
り
組

ん
で
参
り
ま
し
た
。
今
後
も
市
民
か
ら

親
し
ま
れ
、
信
頼
さ
れ
る
よ
う
努
め
て

参
り
ま
す
。

ま
た
、
窓
口
業
務
の
拡
大
に
つ
き
ま

し
て
は
、
週
休
二
日
制
の
進
展
、
女
性

の
社
会
進
出
等
、
市
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
多
様
化
に
応
え
る
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
図
る
た
め
、
十
月
か
ら
毎

週
日
曜
日
に
青
沼
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
で
の
住
民
票
の
写
し
ゃ
諸
証
明
の

発
行
業
務
を
試
行
し
て
参
り
ま
す
。

市
の
業
務
は
、
幅
広
く
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
窓
口
対
応
を
し
て
お
り
、
休
日
等

の
業
務
の
拡
大
に
つ
き
ま
し
て
は
、
労

働
条
件
や
諸
経
費
と
の
か
か
わ
り
か
ら

の
「
費
用
対
効
果
」
等
の
課
題
が
あ
り

ま
す
の
で
、
現
時
点
で
の
業
務
の
拡
大

は
大
変
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

合
併
へ
の
準
備
は

(
政
友
ク
ラ
ブ
)

{
間
}
ま
ず
、
庁
内
に
設
置
さ
れ
て
い

る
「
市
町
村
合
併
及
び
中
核
市
構
想
庁

内
連
絡
推
進
会
議
」
の
検
討
内
容
は
。

次
に
、
現
在
青
年
会
議
所
等
民
間
団

体
が
合
併
に
向
け
積
極
的
に
活
動
し
て

い
る
が
、
甲
府
市
と
し
て
も
合
併
へ
の

機
運
の
醸
成
の
た
め
、
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
等
を
実
施
す
る
予
定
が
あ
る
の
か
、

ま
た
、
こ
れ
ら
民
間
団
体
等
へ
の
助
成

制
度
を
県
に
対
し
要
望
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

さ
ら
に
、
合
併
後
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ

ョ
ン
及
び
庁
内
へ
の
担
当
部
課
の
新
設

に
つ
い
て
も
お
示
し
下
さ
い
。

【
答
】
「
市
町
村
合
併
及
び
中
核
市
構

想
庁
内
連
絡
推
進
会
議
」
は
、
合
併
や

そ
の
先
の
中
核
市
構
想
に
必
要
な
基
礎

資
料
と
す
る
た
め
、
合
併
の
歴
史
や
ス

タ
イ
ル
を
は
じ
め
、
周
辺
町
村
の
行
政

水
準
等
を
主
体
と
し
た
基
本
的
事
項
や

中
核
市
移
行
後
の
メ
リ
ッ
ト
等
を
調
査

研
究
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
青
年
会
議
所
等
各
種
団
体
に

お
き
ま
し
て
は
、
既
に
積
極
的
な
取
り

組
み
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が

さ
ら
に
多
く
の
住
民
の
皆
様
の
理
解
が

得
ら
れ
る
よ
う
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講

演
会
の
開
催
、
さ
ら
に
は
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
対
応
し
、

住
民
意
識
の
醸
成
に
努
め
る
と
と
も
に

こ
れ
ら
関
係
団
体
に
対
し
、
山
梨
県
市

長
会
を
介
し
て
県
に
「
広
域
行
政
推
進

活
動
費
補
助
金
制
度
」
の
創
設
を
要
望

し
て
お
り
ま
す
。

合
併
後
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

き
ま
し
て
は
、
周
辺
町
村
の
機
運
の
盛

り
上
が
り
状
況
や
住
民
の
関
心
度
等
を

見
極
め
た
う
え
で
描
い
て
参
り
ま
す
。

ま
た
、
庁
内
専
門
組
織
に
つ
い
て
も
、

地
方
分
権
の
推
進
状
況
、
事
務
の
拡
大

等
も
見
極
め
検
討
し
て
参
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

甲
府
商
業
創
立
百
周
年
に
向

け

て

(

日

新

ク

ラ

ブ

)

{
間
】
甲
府
市
立
甲
府
商
業
高
等
学
校

は
、
県
内
の
商
業
高
校
の
中
心
的
存
在

と
し
て
、
卒
業
生
は
県
の
経
済
の
発
展

に
寄
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
内
外
に

お
い
て
も
経
済
人
と
し
て
重
要
な
位
置

を
占
め
て
お
り
ま
す
。
質
実
剛
健
、
不

携
不
屈
、
士
魂
商
才
の
伝
統
あ
る
校
訓

は
在
校
生
に
受
け
継
が
れ
、
ま
も
な
く

創
立
百
周
年
を
迎
え
る
歳
月
の
中
に
は

時
代
の
推
移
と
と
も
に
幾
多
の
変
遷
を

余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
建
学
の
精

神
は
変
わ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
、

さ
ら
に
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
、
甲
府
市
立
甲
府
商
業
高
等
学
校

の
百
周
年
記
念
事
業
等
の
実
施
計
画
に

つ
い
て
、
当
局
の
ご
所
見
を
お
聞
か
せ

下
さ
い
。

【
答
】
長
い
歴
史
と
輝
か
し
い
伝
統
に

培
わ
れ
、
多
く
の
優
秀
な
人
材
を
輩
出

し
て
き
た
甲
府
商
業
高
等
学
校
は
、
明

治
十
四
年
の
創
立
以
来
、
平
成
十
三
年

に
は
百
周
年
を
迎
え
ま
す
。
百
周
年
の

記
念
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
十

一
年
度
に
同
窓
会
、

P
T
A
、
市
民
等

の
代
表
に
も
ご
参
加
い
た
だ
く
中
で
、

実
行
委
員
会
を
組
織
し
、
意
義
あ
る
事

業
に
向
け
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

飲
料
水
の
安
全
管
理
は

(
日
新
ク
ラ
ブ
)

【
間
}
和
歌
山
県
の
カ
レ
ー
へ
の
毒
物

混
入
事
件
を
は
じ
め
一
連
の
飲
食
料
品

へ
の
毒
物
混
入
事
件
が
連
日
の
よ
う
に

報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
本
市
の
水

道
事
業
に
お
き
ま
し
で
も
、
「
安
全
で

お
い
し
い
水
」
を
安
定
供
給
す
る
た
め

職
員
が
日
夜
努
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、
改
め
て
水
道
の
各
施
設

の
安
全
管
理
の
概
念
と
し
て
危
機
管
理

意
識
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

お
聞
か
せ
下
さ
い
。

窓
口
】
本
市
に
は
二
つ
の
浄
水
場
が
あ

り
平
瀬
浄
水
場
に
は
四
カ
所
、
昭
和
浄

水
場
に
は
二
カ
所
の
監
視
カ
メ
ラ
を
設
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置
し
、

二
十
四
時
間
体
制
で
監
視
を
し

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
平
瀬
浄
水
場
は

河
川
表
流
水
を
水
源
と
し
て
い
る
た
め

取
水
口
に
も
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る

と
と
も
に
、
毒
物
劇
物
の
混
入
を
察
知

す
る
た
め
常
時
魚
類
を
飼
育
し
、
監
視

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

監
視
体
制
の
よ
り
一
層
の
強
化
を
図

る
た
め
、
本
年
度
、
毒
物
劇
物
を
瞬
時

に
察
知
で
き
る
安
全
モ
ニ

タ
ー
の
導
入

を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
各
配

水
池
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
開
口
部
、

門
扉
等
の
錠
前
や
塀
、
ブ
ェ
ン
ス
等
の

点
検
を
常
に
行
い
、
施
設
管
理
に
万
全

を
期
し
て
お
り
ま
す
。

第119号(5) 

総

務

委

員

ム一
A

。
四
案
を
可
決

O
甲
府
市
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

O
甲
府
市
市
民
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

O
市
政
功
労
表
彰
者
の
決
定
に
つ
い
て

O
平
成
十
年
度
甲
府
市

一
般
会
計
補
正

予
算
(
第

一
号
)
中
総
務
委
員
会
所

管
分

。
甲
府
市
悠
遊
館
条
例
の
一
部
改
正
を

可
決悠

遊
館
は
、
管
理
委
託
先
で
あ
る
団

体
が
定
め
た
使
用
規
則
に
よ
り
運
営
し

て
い
る
が
、
市
民
が
利
用
し
に
く
い
面

が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
多
く
の
市
民

が
幅
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
、
運
営
に

つ
い
て
の
指
導
を
要
望
す
る
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。

A

マ
二
葉
に
同
意

。
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

O
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

文民

教生

員

ム一
A

委

A

マ
三
案
を
可
決

。
平
成
十
年
度
甲
府
市
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

(第
一
号
)

O
甲
府
市
児
童
館
条
例
の

一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

O
甲
府
市
公
民
館
設
置
及
び
管
理
条
例

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て

A
V
甲
府
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正
を
可
決

事
務
費
負
担
金
が

一
般
財
源
化
さ
れ

地
方
交
付
税
で
処
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
こ
れ
は
財
政
構
造
改
革
法
に
よ

る
地
方
へ
の
支
出
を
お
さ
え
、
地
方
自

治
体
さ
ら
に
は

一
般
国
民
に
負
担
を
及

ぼ
す
も
の
で
、
今
回
の
改
正
は
保
険
料

の
増
額
に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
反
対

で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り
、
採
決
の
結

果
、
多
数
を
も
っ
て
当
局
原
案
の
と
お

り
可
決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

A
V
二
葉
を
可
決

市
立
甲
府
病
院
使
用
料
等
徴
収
条
例

の
一
部
改
正
及
び
甲
府
市
公
民
館
使
用

料
条
例
の

一
部
改
正
の
二
案
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
消
費
税
転
嫁
を
理
由
に

反
対
す
る
意
見
が
あ
り
、
採
決
の
結
果

多
数
を
も
っ
て
当
局
原
案
の
と
お
り
可

決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

-
平
成
十
年
度
甲
府
市
一
般
会
計
補
正

予
算
(
第
一
号
)
中
民
生
文
教
委
員
会

所
管
分
を
可
決

救
急
医
療
体
制
整
備
事
業
に
お
い
て

は
財
政
構
造
改
革
法
に
よ
る
補
助
金
の

一
般
財
源
化
に
伴
い
、
市
町
村
の
負
担

増
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
反
対
で
あ

る
と
の
意
見
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、

多
数
を
も
っ
て
当
局
原
案
の
と
お
り
可

決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

経

済
都
市
開
発

員

ム一
A

委

A
V
平
成
十
年
度
甲
府
市
一
般
会
計
補
正

予
算
(
第
一
号
)
中
経
済
都
市
開
発
委

員
会
所
管
分
を
可
決

全
員
異
議
な
く
当
局
原
案
の
と
お
り

可
決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
が
、
都

市
計
画
道
路
等
の
施
工
に
あ
た
っ
て
は

地
域
住
民
に
対
し
、
詳
細
な
計
画
説
明

を
行
い
、
十
分
な
理
解
を
得
た
う
え
で

着
工
す
る
よ
う
要
望
す
る
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

A-請
願
を
採
択

O
緊
急
雇
用
対
策
、
創
出
策
の
実
施
を

求
め
る
請
願
書

水建

道設

員

ム一
A

委

A-四
案
を
可
決

O
市
道
路
棋
の
変
更
認
定
に
つ
い
て

(
大
国
小
学
校
西
線
)

O
平
成
十
年
度
甲
府
市
下
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
(
第

一
号
)

O
区
域
外
町
道
の
路
線
認
定
の
承
諾
に

つ
い
て

O
平
成
十
年
度
甲
府
市

一
般
会
計
補
正

予
算
(
第

一
号
)
中
建
設
水
道
委
員

会
所
管
分

平
成
十
年
度
甲
府
市
下
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
(
第

一
号
)
に
つ
い
て
は

国
の
景
気
浮
揚
対
策
に
伴
う
事
業
費
補

正
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
工
事
発
注
に
際

し
て
は
、

地
元
の
中
小
業
者
へ
の
発
注

率
を
高
め
る
よ
う
要
望
す
る
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。

ま
た
、
区
域
外
町
道
の
路
線
認
定
の

承
諾
に
つ
い
て
は
、
道
路
完
成
後
の
提

案
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
計

画
の
段
階
に
お
い
て
本
市
に
事
前
協
議

夫 清

を
求
め
る
よ
う
、
申
し
出
を
す
べ
き
と

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
十
年
度
甲
府
市

一
般

会
計
補
正
予
算
(
第

一
号
)
中
建
設
水

道
委
員
会
所
管
分
に
つ
い
て
は
、
ご
み

減
量
化
実
施
事
業
の
生
ご
み
処
理
機
器

購
入
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
ご
み
の
減

量
化
や
リ
サ
イ
ク
ル
意
識
の
高
揚
に
役

立
っ
て
い
る
の
で
、
今
後
も
市
民
要
望

に
十
分
応
え
て
い
く
よ
う
要
望
す
る
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置

本
定
例
会
に
「
平
成
九
年
度
甲
府
市

各
会
計
別
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」

「
平
成
九
年
度
甲
府
市
各
企
業
会
計
別

決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」
の
議
案
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
で
は
九
月
二
十
二
日
の
本
会
議

で
、
こ
れ
を
審
査
す
る
た
め
の
「
決
算

審
査
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
委
員
十
四
名
を
次
の
と
お
り

決
め
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
に
付
す
る

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

委
員
会
の
審
査
結
果
は
十
二
月
定
例

会
で
報
告
す
る
予
定
で
す
。

委

員

長

細
田

副
委
員
長

保
坂

委

員
川
名

正

剛

海
野
平
八
郎

内

藤

幸

男

金

丸

三

郎

加
藤

裕

牛

奥

公

貫

山 秋 雨 柳福飯
田 山 宮沢永沼

雅年暢
厚司江幸稔忠



(6) 

「
甲
府
市
議
会
議
員
の
定
数
を
減
少
す

る
条
例
」
の
一
部
政
正
は
継
続
審
査
へ

第119号

最
終
日
の
本
会
議
で
依
田
敏
夫
氏

(
新
政
ク
ラ
ブ
)
か
ら
「
甲
府
市
議
会

議
員
の
定
数
を
減
少
す
る
条
例
」
の

一

部
改
正
が
議
員
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
現
在
の
条
例
定
数
三
十
六

人
を
二
名
減
少
し
て
三
十
四
人
と
す
る

も
の
で
、
依
田
氏
の
提
案
理
由
の
説
明

を
受
け
、

日
本
共
産
党
、
社
会
民
主
党

計
四
名
の
議
員
か
ら
の
質
疑
の
後
、
採

決
を
行
い
、
総
務
委
員
会
へ
付
託
の
う

え
閉
会
中
継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に
決

し
ま
し
た
。

甲府市議会だより

議
会
運
営
に
闘
す
否

調
査
・
研
究
委
員
会
を
発
足

民
主
的
で
よ
り
聞
か
れ
た
議
会
運
営

を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
議
会
活
動
全

般
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調
査

・
研
究
を

行
う
た
め
「
議
会
運
営
に
関
す
る
調

査

・
研
究
委
員
会
」
が
本
年
八
月
二
十

七
日
に
設
置
さ
れ
、

九
月
定
例
会
ま
で

に
二
回
の
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

一
回
目
は
各
会
派
か
ら
の
委
員
十
二

名
の
中
か
ら
正
副
委
員
長
を
決
め
た
後

会
議
に
入
り
、
調
査

・
研
究
事
項
に
つ

い
て
各
会
派
で
検
討
し
、
次
回
提
案
す

る
こ
と
で
一
致
し
ま
し
た
。

第
二
回
目
は
、
各
会
派
か
ら
調
査

・

研
究
事
項
に
つ
い
て
の
提
案
説
明
が
あ

り
、
そ
の
中
か
ら
十
二
月
定
例
会
ま
で

に
調
査

・
研
究
結
果
が
出
せ
る
も
の
に

つ
い
て
は
何
項
目
か
報
告
す
る
こ
と
で

平成10年11月1日

一
致
し
ま
し
た
。

第
三
回
目
以
降
に
つ
い
て
も
、
そ
の

内
容
を
議
会
だ
よ
り
に
て
掲
載
い
た
し

ま
す
。

委
員
会
構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。

委

員

長

小

野

雄

造

副
委
員
長

末

木

隆

義

委

員
堀
口

谷
川

宮
川

岡
田

牛
奥

公 章 義 菊
貴修司孝雄

山 秋 斉 山 飯
田 山 藤村沼

雅憲勝
厚司 二 一 忠

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合

議
員
補
欠
選
挙

宮
川
章
司
議
員
が
組
合
議
員
を
辞
職

し
た
こ
と
に
伴
い
、
補
欠
選
挙
が
行
わ

れ
、
指
名
推
せ
ん
に
よ
り
中
西
久
議
員

が
当
選
し
ま
し
た
。

新
病
院
建
設
に
闘
す
否調

査
特
別
委
員
会

小
沢
綱
雄
委
員
の
辞
任
に
よ
り
、
空

席
と
な
っ
て
い
た
副
委
員
長
に
駒
木
明

委
員
が
就
任
し
ま
し
た
。

会
派
構
成
に
蛮
更

九
月
七
日
付
け
で
、
宥
和
会
の
内
藤

幸
男
議
員
が
政
友
ク
ラ
ブ
へ
、
日
新
ク

ラ
ブ
の
中
西
久
議
員
、
福
永
稔
議
員
が

新
政
ク
ラ
ブ
へ
そ
れ
ぞ
れ
所
属
が
変
わ

り
ま
し
た
。

市
議
会
の
会
派
の
構
成
は
次
の
と
お

り
に
な
り
ま
し
た
。

。
新
政
ク
ラ
ブ
・
九
人

。
政
友
ク
ラ
ブ
・
六
人

〈〉
日
新
ク
ラ
ブ

・
六
人

〈
〉
民
主
ク
ラ
ブ
・

四
人

〈〉
日
本
共
産
党

・
三
人

〈

〉

公

明

・

三
人

八
〉
宥
和
会
・

二
人

。
社
会
民
主
党
・
一
人

U 

6 

月議
会
運
営
委
員
会

各
派
代
表
者
会
議

3
日
l
u
日
六
月
定
例
会

叩
日
議
会
運
営
委
員
会

ロ
日
議
会
運
営
委
員
会

問
日

議

員

互

助
会
研
修
会

3 
日

7 

月

日
日
各
派
代
表
者
会
議

日
日
j
お
日
海
外
視
察
研
修
(
米
国

6
名
)

日
日

山
梨
県
市
議
会
議
長
会
総
会

お
日

l
M
日
関
東
市
議
会
議
長
会
支

部
長
会
議

総
務
委
員
会
(
懇
談
会
)

29 
日8 

月山
梨
県
市
議
会
議
長
会
事
務
打

合
せ
会

日
日

民
生
文
教
委
員
会
(
懇
談
会
)

日
日

l
四
日

デ

モ
イ
ン
市
友
好
都
市

四
十
周
年
記
念
代
表
団
訪
問

山
梨
県
市
議
会
議
長
会
野
球
大

A2 
各
派
代
表
者
会
議

議
会
運
営
に
関
す
る
調
査

・
研

4 
日

20 
日

27 21 
日 日

究
委
員
会

9 

月各
派
代
表
者
会
議

議
会
運
営
に
関
す
る
調
査

・
研

究
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

各
派
代
表
者
会
議

叩
日
議
会
運
営
委
員
会

日
日
1
2
日
九
月
定
例
会

日
日
新
病
院
建
設
に
関
す
る
調
査
特

別
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

各
派
代
表
者
会
議

議
会
運
営
委
員
会

民
生
文
教
委
員
会
(
現
地
視
察
)

各
派
代
表
者
会
議

総
務
委
員
会

総
務
・
民
生
文
教
委
員
会
合
同

銀
山
試
航
八
一
五

7 
日

8 
日

18 
日

28 25 22 
1::1 1::1 日

あ
な
た
も
本
会
議
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

本
会
議
で
は
、
皆
さ
ん
の
代
表
で
あ

る
議
員
の
活
動
や
、
市
政
の
方
針
、
審

議
状
況
を
直
接
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

傍
聴
手
続
き
は
、
直
接
議
場
(
市
役

所
本
庁
舎
二
階
)
に
来
て
い
た
だ
き
、

傍
聴
人
受
付
簿
に
自
己
の
住
所
、
氏
名

及
び
年
齢
等
を
記
入
す
る
だ
け
で
ど
な

た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

次
の
定
例
会
は
十
二
月
の
予
定
で
す
。

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
お
越
し
く
だ
さ
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電話代表 (0552)37-1161 

場議

甲府甫議会だより

議会会議室

夫

雄

義

敏

菊

隆

夫

孝

幸

幸

義

暢

西

沼

永

中

飯

福

藤

村

水

内

山

清

小沢綱雄

川名正剛

海野平八郎

。依田

掘口

末木

室

第 4委員会室

(建設水道委員会)

電話交換室

第3委員会室

(喜市問主委員会)

第2委員会室

(民生文教委員会)

第1委員会室
(総務委員会)

書図

議
会
関
係
各
室
の
案
内
図
で
す
。

議
員
の
控
室
は
本
庁
舎
二
階
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
本
庁
舎
入
口
右
側
に
議
員
登
庁
表
示
板
が
設
け
て

あ
り
ま
す
の
で
、
議
員
に
面
談
な
ど
ご
用
の
方
は
表
示
板
を

ご
確
認
の
上
、
議
会
事
務
局
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

(O
会
派
代
表
者
)

。加藤

石原

第119号(7) 

修岡田裕

岡IJ 日本共産党控室
84025 

公明控室
84022 

地域振興部

日新ヲラブ控室
84024 

市民対話室

。斉藤

細田

清水

雨宮

憲二

清

雅司

。小野

金丸

駒木

司

行

夫

章

英

一

秋山

川

田
坂

宮

原

保

。:堀内征治

大村幾久夫

造

郎

明

雄

三

〈本庁舎正面入口〉

議会図書室のご利用を

議会図書室には現在二千冊余の蔵書があ

り、 市民の皆様にもご利用いただくことが

できます。

政治、経済、文学をはじめとする各分野

の文献が収蔵されておりますので、ご希望

の方は議会事務局調査係 (fi37-1161 内

線4007) までご連絡ください。

甲
府
市
議
会
史
編
さ
ん
担
当
か
ら

『甲
府
市
議
会
史
』
は
「
資
料
編
」

と
「
記
述
編
」
で
構
成
さ
れ
、

「資
料

編
」
に
は
議
会
関
係
法
規
、
議
員
等
名

簿
、
議
決
事
項
、
議
会
の
組
織
運
営
及

び
活
動
状
況
、
各
種
選
挙
結
果
等
の
資

料
を
掲
載
し
、
「
記
述
編
」
は
市
議
会

誕
生
以
降
、
現
在
ま
で
の
百
十
年
間
を

明
治
・
大
正
、
戦
前
、
戦
後
復
興
期
、

高
度
成
長
期
、
現
代
等
の
い
く
つ
か
の

時
代
に
分
け
て
歴
史
的
背
景
と
と
も
に

記
述
し
ま
す
。

な
お
、

事
務
局
で
は
市
議
会
に
関
す

る
資
料
や
、
明
治

・
大
正
・
昭
和
初
期

の
議
員
及
び
市
議
会
関
係
の
写
真
を
集

め
て
い
ま
す
。
お
持
ち
の
方
は
議
会
史

編
さ
ん
担
当
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

(
お
問
い
合
わ
せ
は

宮
三
七
|

一
二
ハ

一

内
線
四

O
二
七
へ
)
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川
川
川
請
川
願
川
川
川

甲府市議会だより

V
採
択
さ
れ
た
も
の

O
緊
急
雇
用
対
策
、
創
出
策
の
実
施
を

求
め
る
請
願
書

V
継
続
審
査
す
る
も
の

O
治
安
維
持
法
犠
牲
者
国
家
賠
償
法

(
仮
称
)
の
制
定
を
支
持
し
、
政
府

に
対
し
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請

願
書

O
羽
黒
・
石
田
両
国
全
保
護
者
に
よ
る

甲
府
市
立
幼
稚
園
存
続
の
詰
願
書

O
「
保
育
所
最
低
基
準
の
改
善
と
保
育

予
算
の
大
幅
増
額
を
求
め
る
意
見

-.... 」つ 1.)¥

インターネット情報センター
甲府市ホームページ

大URL
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/ 

安市議会に対する ご意見・ ご質問は

publichearing@city.kofu.yamanashi.jp 

すホームページに対する ご意見 ・ご質問は

webmaster@city.kofu.yamanashi・lP

平成10年11月 1日

書
」
の
提
出
に
関
す
る
請
願
書

O
中
学
校
歴
史
教
科
書
か
ら
「
従
軍
慰

安
婦
」
の
記
述
の
削
減
を
要
求
す
る

た
め
の
請
願
書

O
重
度
障
害
者
お
よ
び
三
才
未
満
児
の

医
療
費
助
成
の
窓
口
無
料
化
を
求
め

る
請
願
書

O
市
立
甲
府
病
院
跡
地
(
西
別
館
)
を

特
別
養
護
老
人
ホ
1
ム
兼
痴
呆
棟
と

し
て
活
用
を
求
め
る
請
願
書

O
医
療
保
険
制
度
の
連
続
的
改
悪
に
反

対
し
、
医
療
制
度
の
充
実
を
求
め
る

請
願
書

O
議
員
定
数
削
減
を
求
め
る
請
願
書

O
十
兆
円
の
大
型
減
税
の
早
期
実
施
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
要
望
す
る

請
願

O
「
最
低
保
障
年
金
制
度
」
の
創
設
を

求
め
る
国
へ
の
意
見
書
提
出
に
つ
い

て
の
請
願
書

O
「
組
織
的
犯
罪
対
策
法
」
の
制
定
に

反
対
す
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る
請

願
O
緊
急
に
消
費
税
を

3
%
に
も
ど
す
こ

と
を
求
め
る
請
願
書

O
議
員
定
数
の
削
減
を
求
め
る
請
願
を

不
採
択
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願

O
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
抜
本
強
化
を
求
め

る
請
願
書

V
審
議
未
了
と
な
っ
た
も
の

O
「
保
育
に
係
わ
る
国
会
附
帯
決
議
の

尊
重
等
を
求
め
る
意
見
書
」
提
出
に

関
す
る
請
願
書

11111 

11111 

V
継
続
審
査
す
る
も
の

O
医
療

・
福
祉
・
介
護
、
社
会
保
障
の

改
正
の
実
現
に
関
す
る
陳
情
書

O
甲
府
市
増
坪
町
へ
の
競
輪
場
外
車
券

売
場
誘
致
に
反
対
す
る
陳
情
書

車L意

見

書

関
係
機
関
へ
提
出

(
要
旨
掲
載
)

景
気
回
復
・
雇
用
創
出
策
を

求
め
る
意
見
書

国
民
は
、
長
引
く
不
況
の
影
響
に
よ

る
失
業
の
増
大
や
雇
用
の
悪
化
な
ど
に

よ
り
、
生
活
不
安
に
直
面
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
民
の
不
安
を
払
拭
す
る

に
は
、
「
安
心
と
安
定
の
社
会
、
つ
く
り
」

に
向
け
た
緊
急
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
国
レ
ベ
ル
に
お
け
る

景
気
回
復
と
雇
用
確
保
の
た
め
の
緊
急

経
済
対
策
や
雇
用
対
策
の
実
施
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
消
費
拡
大
に
よ
る
景

気
回
復
の
た
め
の
四
兆
円
所
得
減
税
を

中
心
と
し
た
六
兆
円
減
税
と
百
万
人
規

模
の
雇
用
創
出
策
な
ど
、
明
確
な
数
値

目
標
を
掲
げ
た
政
策
の
実
行
が
急
務
で

あ
る
。

よ
っ
て
、
‘
政
府
に
お
い
て
は
、
今
日

の一

用
情
勢
を
非
常
事
態
と
し
て
的
確

に
認
識
し
、
生
活
安
定
の
た
め
の
経
済

対
策
と
緊
急
雇
用
対
策
を
早
急
に
実
施

す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

市
政
等
に
つ
い
て
要
望
が
あ
る
と
き
は
、

議
会
に
請
願
や
陳
情
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
請
願

・
陳
情
書
は
所
管

の
委
員
会
で
審
議
さ
れ
、
本
議
会
で
採
択

ま
た
は
不
採
択
の
決
議
が
な
さ
れ
、
議
会

の
意
思
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
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議
会
事
務
局
(
市
役
所
本
庁
舎

二
階
)
で
受
付
け
ま
す
。

議
長
が
定
例
会
本
会
議
で
報
告

し
、
所
管
の
常
任
委
員
会
に
付

託
し
ま
す
。

付
託
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
、

所
管
の
常
任
委
員
会
で
慎
重
に

審
査
さ
れ
、
討
論
、
採
決
を
行

い
、
委
員
長
は
、
審
査
結
果
を

議
長
に
報
告
し
ま
す

①
審
査
結
果
を
も
と
に
、
本
会

議
で
質
疑
、

討
議
、
採
決
を

行
い
、
採
択
か
不
採
択
か
を

決
定
し
ま
す
。
そ
の
結
果
を

市
長
等
関
係
機
関
に
送
付
し

ま
す
。

②
請
願

・
陳
情
の
処
理
経
過
及

び
結
果
を
報
告
し
ま
す
。

② 

①
 

(市長等関係機関)

εヨ4

(llift) ~ 
(国の関係機関)

請
願
さ
れ
る
場
合
は
、
文
書
で

請
願
の
趣
旨
、
理
由
、
提
出
年
月

日
、
請
願
者
の
住
所
氏
名
(
法
人

の
場
合
は
そ
の
名
称
と
代
表
者
の

氏
名
)
を
記
載
し
て
押
印
し
、
表

紙
に
は
紹
介
議
員
の
氏
名
を
記
載

し
押
印
し
た
も
の
を
議
長
あ
て
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
の
様
式
は
左
記
に
な
ら
っ

て
く
だ
さ
い
。

A
V①
請
願
の
紹
介
議
員
は

一
人
以

上
必
要
で
す
。

②
請
願
者
が
多
数
の
場
合
は
別

紙
に
連
記
し
て
く
だ
さ
い
。

A
V
陳
情
の
方
法
は
請
願
と
同
じ
で

す
が
議
員
の
紹
介
は
要
り
ま
せ

ん
。

(
様
式
例
)

紙

0
0に
つ
い
て

請
願
(
陳
情
)
書

紹

介

議

員

氏

名

⑪

¥陳
情
書
の
場
合
〆

一
紹
介
議
員
は
必

一

/要
あ
り
ま
せ
ん
、

表
に』

仕

年

月

住
所

氏
名

⑪

甲
府
市
議
会
議
長

0

0

様

(
件
名

)
O
Oに
つ
い
て

請
願
(
陳
情
)

(
要
旨
)

(
理
由
)

内

平
成

日


